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地震や風水害などの自然災害の発生を防ぐことはできませんが、災害による被害は日頃から
の備えによって減らすことができます。そのためには、行政などによる防災対策である「公助」
ばかりでなく、自分の命は自分で守る「自助」と地域全体で助け合う「共助」が欠かせません。
いざという時に備えて、非常持ち出し品の準備や家屋の耐震改修、家具の固定など、まずは
身の回りの安全対策からはじめましょう。災害が発生した場合を想定して、どこに避難すれば
よいか、家族とはどう連絡を取り合うかなどについて事前に家族で話し合っておくことも大切
です。地域の自主防災組織の活動にも積極的に参加し、防災訓練などを通じて災害時の協力体
制を確認しましょう。
本冊子は、地震、風水害、土砂災害などに関する基本的な知識や災害発生時の対処法をまと
めています。また、土砂災害については、市内で想定されている危険箇所を確認できる防災マ
ップも掲載しています。本冊子をよくお読みいただき、また常に手近に備えていただき、災害
時の被害軽減に役立ててください。

日頃からの備え（自助）・訓練・繋がり（共助）が、
いざという時に命と地域を守ります。

災害時の教訓まとめ

大規模災害時、行政・警察・消防などは最大限対応しま
すが、限界があります。熊本地震では庁舎の被災によ
り、行政機能が大きく損なわれました。地震の活動期
に入った日本では、住民自身が「自分の命は自分で守
る」「地域は地域で守る」という自助・共助意識と協力
が不可欠です。

教訓

1
行政対応の限界とみなさまの対応

地震時には建物の崩壊、火事、津波などから「素早く避
難」することが命を守るために最重要です。避難行動
は日頃の訓練や防災教育により身につきます。例とし
て、東日本大震災で釜石市の小中学生が全員無事だっ
たのは、家庭や学校での防災教育の徹底によるもので
す。日常から防災について話し合いましょう。

教訓

2
避難行動

阪神・淡路大震災では救助された人の大半が近隣住民の協力によるものでした。災害
時、消防・警察・自衛隊などが全ての救助に対応するのは困難です。72時間以内の救助
が生死をわけるため、地域住民の協力が極めて重要です。普段から地域で話し合い、訓
練しておきましょう。

教訓

3
救助主体者

地震対策では建物の耐震化及び家具の転倒・落下防止が重要です。国は住宅耐震化率を
95%目標に推進しており、これにより死亡・負傷者の減少が期待されます。家具の転倒
防止で二次災害も防ぎやすくなります。日常から対策に取り組みましょう。

教訓

4
防災対策

災害時にはスマートフォンなどで情報収集や安否確認を行うことができますが、一
方で地域や社会全体の繋がりの重要性が再認識されています。復興には近所同士、地
域の助け合いや協力が不可欠です。日常から繋がりを強化することが有効な防災対
策となります。

教訓

5
社会の繋がりの強化
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